
令和 3 年度 上 半期 指定管理者管理運営状況シート

１．施設の概要

非公募

利用料金 料金徴収なし

２．利用状況

３．業務の履行確認

岐阜市都通2丁目23番地

料金制 使用料

①岐阜市社会福祉事業団個人情報保護規程の遵守。
②土砂災害、水害を含めた避難確保計画に沿った備蓄品整備
　 消費期限の確認/入替
　・避難訓練毎月実施
　　福祉健康センター全体での訓練（8/31）
　　（コロナ対応のため、代表者数名で実施）
　・民間警備会社への非常通報装置設置
③児童福祉法等の関係法令を遵守すべく、職員にその旨周知

施設修繕

下記の観点からの修繕実施状況
・迅速な修繕の実施
・指定管理者のノウハウを生かした修繕・整備

2,838

みやこ園 所管課 障がい福祉課

平成29年4月1日から令和4年3月31日まで

2,335 3,023 2,135

Ｒ3上半期 Ｒ2 下半期 Ｒ2 上半期 Ｒ１ 下半期

3,108 3,152

258 262 220

施設の設置目的

施設概要

履　行　状　況
①岐阜市福祉型児童発達支援センター条例施行規則第5条別表のと
おり履行。
②管理者1名（指導員兼務）、児童発達支援管理責任者1名、相談支
援専門員4名（兼任4）、言語聴覚士5名、児童指導員1名、保育士2
名、訪問支援員5名（兼務5)、事務員1名
③鳩時計Ⅱ、情報誌「共に」月1回発行。「岐阜県新生児聴覚検査支
援事業検討会」「岐阜県難聴児支援に関する検討会」に出席し、早期
発見早期療育について啓蒙。
④苦情箱設置「岐阜市社会福祉事業団苦情解決に関する事業実施
要綱」に基づき解決のしくみを取っている。ポスター掲示と年度当初の
告知。

①上期４９件実施。（すべて在宅）
診療部門で聴覚障がいの診断後、療育機関を決定するまで
相談を繰返した。
他県在住児ではあるが、療育の相談を受け、居住地の聾学
校に連絡をし保護者の希望通りの療育が受けられるように
支援した。

①日常・定期清掃業務　トイレ、フロア清掃毎日1回、ワックス
月1回。ガラス清掃年2回（7/22実施）
②夜間警備毎日午後9時、警備会社による巡回
③なし
④空調設備毎日点検
⑤消火設備点検年2回（9/28実施）
⑥電気設備点検月１回
⑦昇降機点検月2回
⑧害虫駆除(6/10調査実施)

区　分

Ｒ１ 上半期

245 314

2,077
各室
稼働
状況
（人）

2,761

①日常・定期清掃業務
②警備業務
③自動ドア保守点検
④空調設備保守点検

⑤消火設備保守点検
⑥電気設備保守点検
⑦昇降機保守点検
⑧害虫駆除業務

・作り付け柵の鍵・建付け、可動式の柵を修理。（９月）
「木製間仕切りパネル」「スライド式間仕切り」

確　認　事　項

危機管理・
法令遵守

①個人情報の保護
②非常時の対応策
③関係法令の遵守

施設名

所在地

指定管理者名

指定期間

利用者
サービス

①開園日・開園時間の遵守
②適切な人員配置
③広報の方策
④苦情への対応

自主事業・
提案事業

①岐阜県難聴幼児地域療育等支援事業の実施

施設管理

選定方法 公募

指定管理委託料（年額）
平成29年度　86,530,000円　平成30年度　87,830,000円　令和元年度　89,619,249円
令和2年度　85,603,943円　令和3年度　86,303,943円

利用者数（単位：人）

医務室（診察室）

訓練・検査室 1,915 2,863

社会福祉法人　岐阜市社会福祉事業団

◇構造：鉄筋耐火構造5階建　5階建のうち3階及び5階の一部分　◇延床面積：606.61㎡
◇施設内容：訓練・検査室、医務室（診察室）、浴室、便所、事務室、倉庫、更衣室

障がい児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な
知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練に係る支援を提供する



４．利用者評価

５．指定管理者の選定基準に基づく評価

指定
管理者

所管課
評価

委員会

A A Ａ

A A Ａ

Ａ

A A Ａ

A A Ａ

A A Ａ

C C Ｃ

A A Ａ

A A Ａ

Ａ

A A Ａ

A A Ａ

A A Ａ

Ａ

A A Ａ

A A Ａ

A A Ａ

A A Ａ

A A Ａ

A A Ａ

Ａ

区分評価

区分評価

利用者ニーズ、苦情などの把握方法
及び対応方策など

既存業務の改善、工夫又は新規の魅
力的な提案の有無、内容

利用者に対するサービス向上の方策
（窓口応対、プロモーション、設備の整
備など）

・指定管理者が発行する機関誌による広報
・早期発見ポスターの配布
・体験療育の実施

・利用者へのアンケートを実施

・言語聴覚士等の専門職員の配置

利用促進、利用者増の方策

サービスの質を確保するための体
制、モニタリングなど

安定性
安全性

事業計画書
に沿った管
理を安定し
て行う物的
能力、人的
能力を有し
ていること

平等利用を確保するための体制、モ
ニタリングなど

経営基盤の安定性
・民事再生法や破産法に基づく再生／破産手続き開始の
申立てをしていない。
・法人市税等の滞納がない。

利用者からの
要望・苦情と
対処・改善

公平性
透明性

組織及びスタッフ（採用予定者も含
む）の経歴、保有する資格、ノウハウ、
専門知識等

・言語聴覚士等の専門性をもった職員を配置

スタッフ（採用予定者も含む）の管理、
監督体制

・管理者、チームリーダー、主任スタッフを配置し、スタッフ
の監督、指導、育成を実施

スタッフ（採用予定者も含む）の人材
育成の方策

聴覚障がい児教育の専門家による職員研修実施

リスクへの対応方策（防止策、非常時
の対応マニュアルなど）

・災害対応マニュアルを策定。今後マニュアルの周知、マ
ニュアルに基づき整備を予定

リスクへの対応能力（資金力、損害賠
償能力など）

・保険に加入し、賠償責任が問われる事案に対応。

区分評価

区分評価

・施設を広く周知するため、保健所、医療機関、学校など
へ広報・啓発を実施。

・ことば遅れケースへの体験療育の実施と対象の拡大
・在園生の通う保育園・幼稚園を訪問し、先生方に関わり
方のアドバイス。卒園生への継続的フォローの実施

・保護者との懇談を行い、要望を把握する。
・指定管理者が作成した「苦情解決に関する事業実施要
綱」に基づき対応

・外部研修で学んだ知識、情報、技術を職員間で共有す
る。
・聴覚障がい児教育の専門家から日頃の療育のアドバイ
スを受ける内部研修の継続実施

施設の効用（設置目的）を最大限発揮
できるスタッフの配置

管理経費縮減の具体的方策
・講演会等の行事に関する事務通信費の縮減
・節水及び節電による光熱水費の縮減

スタッフ配置の妥当性（無理はない
か）

別紙（きこえクラス、ことばクラス、それぞれに実施）

住民の平等
利用が確保
されること

効果性

事業計画書
の内容が、
対象施設の
効用（設置
目的）を最
大限発揮す
るものであ
ること

・児童発達支援センターとしての最低基準

効率性

事業計画書
の内容が、
管理経費の
縮減が図ら
れるもので
あること

収支計画の妥当性 ・収支計画に沿った運営

・新型コロナの影響で中止をし、講座開催の要望が強かった講演会・養育者講座については、従来のよ
うに講師を招くやり方はできなかったので、過去に開催した講演会のビデオを職員が見返し、養育者の
希望に添う物を選び、講師の許可を得て上映した。上映方法については、少人数視聴とするため、複数
日程で実施した。初めての試みではあったが、好評を得た。
・駐車場問題については事業団事務局と話し合い、次年度より負担を求めない目処が立った。

・指定管理者が発行する機関誌による広報。
・指定管理者が定めた「情報公開規程」に基づき対応。

情報公開、広報の方策

区 分

利用者アンケートの
実施状況

きこえクラス、ことばクラス共に8/23から配布し、約１か月内に全員から回答を得た。
療育の形態が異なるため、きこえクラス、ことばクラス、別用紙を用いて実施した。

選定基準 評　価　項　目 具体的な業務要求水準
評　　価

利用者アンケートの
実施結果



指定
管理者

所管課
評価

委員会

A A Ａ

A A Ａ

A A Ａ

A A Ａ

Ａ

６．指定管理者の取組みに対する自己評価(良否、課題と解決策など)

７．所管課の意見

今期の取組み
に対する評価

・新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となっていた保護者向けの講座の開催や、講演会・養育者講座については、
過去のビデオ等を利用するなどし、保護者の要望に応える工夫をされたことは評価できる。また、施設職員の有する専門知識
を活かし、利用者が通う幼稚園、保育所への訪問や卒園生が学ぶ地域の学校への支援など、回数は減ったものの関係機関と
連携をとり地域の療育施設の中核を担う児童発達支援センターとしての役割を果たす取り組みが実施されていることは評価で
きる。
・有資格者の配置について、最低基準を満たし業務に支障はなかったものの提案より少ない人員配置となった期間があった。
現在は適正な配置がなされているが、今後は資格を有する職員を迅速に確保することができるよう、関係機関との連携をさら
に深め、人材育成を行うとともに適切な人員配置に努められたい。
・利用促進、利用者増については、きこえクラスの利用日数の検討及び聴覚障がい以外の発達障がい児や重複障がい児に対
応できる職員の育成を図ると共に、関係機関との連携、市民への広報、啓発に取り組まれたい。

今後の取組み

・ことば体験療育のお誘いを増やし、ことばクラスの利用者増を図りつつ、様々な障がいにも対応できる職員を育て
ていきたい。
・感染症に対応しつつ、普段の療育が当たり前に行える環境を整えていきたい。
・言語聴覚士を安定して採用できるよう、これまで以外の養成校との繋がりを持つ。
・地域の事業所・学校等への支援を行い、センターとしての役割を継続したい。

貢献性

事業計画書
の内容が、
岐阜市ある
いは施設が
ある特定の
地域（以下
「地元」とい
う。）の振
興、活性化
などに貢献
できるもので
あること

【努力した点】
　これまで同様のやり方にこだわらず、コロナ禍であっても実施可能なやり方を模索し、感染症対策を行いながら利
用者の希望に添う運営をした。
１）障がい福祉課、事業団事務局の指導の下、たなばた会の実施。
　（対策としては、一般的な感染症対策に加え、参加者を限定する。より広い会場で行う等）
２）講演会については、講師の許可を得た上で過去の講演会のビデオ上映とし、少人数複数回上映で実施。
３）職員の健康管理を徹底するため、毎日３回の体温測定、咳、味覚、倦怠感のチェックは継続中。またWHO、厚生
労働省の通知等を逐次チェックし、適切なエビデンスに基づく対応をした。「感染防止緊急対策研修会」の動画視聴
を職員研修として複数回実施した。
　
　岐阜県が設置する難聴児支援センターが岐阜大学病院に置かれることとなり、医療機関との連携がこれまで以上
に求められることが予想される。早期発見・早期療育を掲げるみやこ園としての考え方をみやこ園耳鼻科嘱託医と
話し合い、早期発見・早期療育の基本的な考えを共有した。
　
　きこえクラスは上半期17名でスタートし、9月までに0才児クラス2名、１才児クラス2名、2才児クラス1名が入園と
なった。（9月末22名）。
　ことばクラスは、8名でスタートし、聴力検査後のお誘いをし教育相談を重ねているが、上半期は入園には至って
いない。

　視機能スクリーニングは、利用者からの要望も強く、必要な行事であるため、対象人数を絞る他、感染症対策を十
分行った上で実施した。１４名を実施しその後の処置に結び付けた。
　専門家による身体発達・機能チェックの実施については、実施検討中。

【反省点】
丁寧な教育相談をすることで、保護者はじっくりと考え納得した上で入園することができるが、特にことばクラスにつ
いてはもう少しスピード感をもって対応していきたい。

【自己評価】
今期も在園生、卒園生に対する継続的な支援を工夫することができた。当初予定していた外部講師による講演会
や講座、交流会、終了会、オリエンテーション等、大勢が集まるものは延期、または中止、変更とせざるをえなかっ
たが、利用者から要望が強かった親同士の交流の場、講演会は、新たなやり方で実施することができ、利用者から
の評価も得られた。

前回までの意見を
踏まえた取組み状況

重複障がい児に対応できる職員を育てるために、経験のある職員と組んで療育を行うようにした。
外部の関係機関と繋がりを深めるために、園児の通う外部機関への見学・研修を行った。

地元の法人その他の団体の育成（一
部業務の再委託先）

評　価　項　目 具体的な業務要求水準

区分評価

・地元の業者に発注

・地域の手話奉仕員、要約筆記奉仕員養成講座で講師と
して参加。

・岐阜市内乳幼児の聴力検査の実施。

評　　価

地元での資材等の調達

地元での社会活動等への参加

その他地元への貢献に関すること

・小学校に出向き、教員を対象に研修や、児童・生徒を対
象に授業を行う。
・地域の専門学校、大学等の実習生受け入れ

区 分 選定基準



８．指定管理者評価委員会の意見
・所管課の意見のとおり、適切に管理運営されている。


